












 

 
 

参考

【調査対象機関（管理庁舎名）】 
鹿島公共職業安定所  （鹿島公共職業安定所庁舎） ●九州管区警察局  

●九州厚生局  福岡法務局     （福岡法務合同庁舎） 
●福岡検疫所  福岡法務局久留米支局（福岡法務局久留米支局庁舎） 

九州農政局福岡地域センター  （九州農政局福岡地域センター庁舎）   〃  筑紫支局（  〃  筑紫支局庁舎） 
九州森林管理局福岡森林管理署（九州森林管理局福岡森林管理署庁舎）   〃  柳川支局（  〃  柳川支局庁舎） 
九州地方整備局              （福岡第二合同庁舎）   〃  行橋支局（  〃  行橋支局庁舎） 
福岡国道事務所              （福岡国道事務所庁舎） 佐賀地方法務局  （佐賀合同庁舎） 
佐賀国道事務所              （佐賀国道事務所庁舎）   〃  武雄支局（佐賀地方法務局武雄支局庁舎） 
国営海の中道海浜公園事務所  （国営海の中道海浜公園事務所庁舎） 福岡保護観察所  （福岡保護観察所庁舎） 
国営海の中道海浜公園事務所歴史公園課  （吉野ヶ里歴史公園）（国営福岡財務支局   （福岡合同庁舎） 
海の中道海浜公園事務所歴史公園課庁舎） 佐賀財務事務所  （佐賀第２合同庁舎） 

●九州運輸局 門司税関     （門司港湾合同庁舎） 
福岡運輸支局    （福岡運輸支局庁舎） 門司税関博多税関支署（福岡港湾合同庁舎） 
佐賀運輸支局    （佐賀運輸支局庁舎）  〃  伊万里税関支署（伊万里港湾合同庁舎） 

◎福岡管区気象台  （福岡管区気象台庁舎） ●福岡国税局  
●第七管区海上保安本部  飯塚税務署    （飯塚合同庁舎） 

唐津海上保安部（唐津港湾合同庁舎） 若松税務署    （若松港湾合同庁舎） 
●九州防衛局  福岡税務署    （福岡税務署庁舎） 
 大牟田税務署   （大牟田税務署庁舎） 
 唐津税務署    （唐津税務署庁舎） 

鳥栖税務署    （鳥栖税務署庁舎） ●…ホームページにおける情報提供及び個人情報保護対策のみ調査
大牟田労働基準監督署 （大牟田労働基準監督署庁舎） （７機関） 
福岡中央労働基準監督署（福岡中央労働基準監督署庁舎） ◎…バリアフリー対策のみ調査（１機関） 
福岡東労働基準監督署 （福岡東労働基準監督署庁舎）  
福岡中央公共職業安定所（福岡中央公共職業安定所庁舎）  
福岡南公共職業安定所 （福岡南公共職業安定所庁舎） 

小倉公共職業安定所  （小倉公共職業安定所庁舎） 

武雄労働基準監督署  （武雄労働基準監督署庁舎） 

伊万里労働基準監督署 （伊万里労働基準監督署庁舎） 

唐津公共職業安定所  （唐津公共職業安定所庁舎） 
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国の地方支分部局等における行政サービスの改善に関する行政評価・監視(2回目のフォローアップ) 

－利用者サービスの推進及び安全・利便の確保の取組状況を中心として－ 

九州管区行政評価局･佐賀行政評価事務所 

○ 調 査 の 実 施 時 期：平成 26年 12月～27年 3月 

調 査 対 象 機 関：国の地方支分部局 47機関 40庁舎 

改善意見通知年月日：平成 27年 3月 26日 

改 善 意 見 通 知 先：福岡法務局、福岡保護観察所、福岡財務支局、門司税関、福岡国税局、福岡検疫所、福岡労働局、九州農政局、九州森林管理局、

九州地方整備局、九州運輸局、福岡管区気象台、第七管区海上保安本部、佐賀地方法務局、佐賀労働局 (計 15機関) 

回答年月日(1回目)：平成 27年 6月 17日～7月 21日 

回答年月日(2回目)：平成 27年 12月 21日～28年 1月 14日 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

改善意見(概要) 

   

 →：1回目のフォローアップ時に確認した改善状況 

 ⇒：2回目のフォローアップ時に確認した改善状況 

  

１ ホームページにおける情報の提供及び個人情報保護対策 

関係行政機関は、ホームページにおける利便性の向上、個人情報保護対

策の推進及び提供情報の充実を図る観点から、以下の措置を講ずる必要が

ある。 

① ページ内に掲載した画像に代替テキストを設定し、音声読み上げソフ

トに対応させる等、高齢者及び視覚障害者に配慮したページとすること

② サイトマップ、戻るボタン、ページタイトルの設置、現在位置の表示

等、利用者の利便に配慮したページを作成すること。 

③ 氏名等、国民の個人情報を入力させるページの通信暗号化を行うこと

④ 個人情報の開示請求等の手続に関する情報をホームページに掲載する

こと。  

 

 

 

 

。 

。 

改善措置状況(概要) 

＜改善状況＞ 

→ 指摘した 13事例のうち、改善されたものが 8事例、改善予定のものが 4

事例、検討中のものが 1事例 

⇒ 指摘した 13 事例のうち、改善されたものが 12 事例、改善予定のものが

1事例 

［改善事例］ 

 ・ 利用者の個人情報を入力させるフォームを設置したページに、個人情報
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改善意見(概要) 

 

 

 

改善措置状況(概要) 

を保護するための通信の暗号化（ＳＳＬ等）を実施 (九州地方整備局) 

 

 

 

＜

」→

⇒

［

・

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

２ バリアフリー対策等の実施状況 

（１）バリアフリー対策の実施状況 

関係行政機関は、高齢者や障害者等の庁舎の利用上の利便及び安全の

向上を促進する観点から、バリアフリー法及び関係法令に基づく基準に

適合した施設とするため、以下の措置を講ずる必要がある。 

① 下部機関を含め、高齢者や身体障害者等の参画や意見を聴取するな

ど高齢者や身体障害者等の意見を反映した施設点検を行うこと。 

 

改善状況＞ 

 改善意見を提示した 14機関のうち、高齢者･身体障害者(以下「身障者

という。)の意見を反映した施設点検を実施しているものが 1機関、高齢者･

身障者の意見の把握を行っているものが 3機関、高齢者･身障者の意見聴取

等を検討しているものが 10機関 

 改善意見を提示した 14 機関のうち、高齢者･身障者の意見を反映した施

設点検を実施しているものが 11 機関、高齢者･身障者の意見の把握を行っ

ているものが 2機関、高齢者･身障者の意見聴取等を検討しているものが 1

機関 

改善事例］ 

 身体障害者団体から施設の点検、整備方法について助言等を求め、事務

室内の点字ブロック設置に当たって、これを参考とした。(福岡法務局) 

② 庁舎の大規模改修等を伴わず改善可能な施設については、速やかに

改善措置を講ずること。 

③ 建築物移動等円滑化基準に適合しない建築物特定施設については、

今後の修繕又は模様替の機会を捉え、所要の措置を講ずること。 

＜改善状況＞ 

→ 指摘した 132事例のうち、改善されているものが 22事例、予算要求など

の改善に向け具体的措置が講じられているものが 45事例、今後の修繕又は

模様替えの機会を捉え改善の措置を講じられる予定のものが 65事例 

⇒ 指摘した 132事例のうち、改善されているものが 39事例、予算要求など
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改善意見(概要) 

 

 

 

 

 

 

 

（

 

改善措置状況(概要) 

の改善に向け具体的措置が講じられているものが 30事例、今後の修繕又は

模様替えの機会を捉え改善の措置を講じられる予定のものが 63事例 

［改善事例］ 

・ 庁舎内の階段に握りやすい手すりを設置(福岡管区気象台) 

・ 庁舎出入口から庁舎内の受付窓口までの経路に線状ブロック等を敷設し、

視覚障害者の誘導用経路を確保(福岡国道事務所) 

 

 

 

＜

２）受動喫煙防止対策の実施状況 

関係行政機関は、利用者の受動喫煙防止対策を一層推進するため、以

下の措置を講ずるよう努める必要がある。 

① 喫煙室を設けているものの、喫煙室出入口からたばこの煙が漏れる

構造となっている庁舎については、喫煙室の構造の改善を図ること。 

② 庁舎外に喫煙場所を設けている庁舎にあっては、速やかに喫煙場所

の変更等の措置を講ずること。 

③ 喫煙室を設置している庁舎については、平成 15年人事院通知に基づ

く空気環境測定を適切に実施し、環境改善を図ること。 

④ 全面禁煙を行っているものの、禁煙表示を行っていない庁舎につい

ては、表示を行うこと。 

⑤ 空間分煙を行っている庁舎については、喫煙場所の表示を行うこと。 

改善状況＞ 

 指摘した 27 事例のうち、改善されているものが 23 事例、予算要求など

改善に向け具体的措置が講じられているものが 3 事例、改善措置の実施に

ついて検討中のものが 1事例 

 指摘した 27 事例のうち、改善されているものが 24 事例、予算要求など

改善に向け具体的措置が講じられているものが 2 事例、改善措置が困難な

ものが 1事例 

改善事例］ 

 喫煙室入口のドアを改善し、喫煙室から煙が外に漏れない構造に変更(福

岡労働局大牟田労働基準監督署) 

→

⇒

［

・

 

 

 

 

３ その他 

（１）防火対策の実施状況 

関係行政機関は、火災予防及び火災発生時における庁舎利用者の安全

確保等を図る観点から、以下の措置を講ずる必要がある。 ＜改善状況＞ 
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改善意見(概要) 

① 防火管理者の選任、消防計画の作成及びこれらの所轄消防長等に対

する届出に当たっては、担当者間の事務引継ぎができる仕組みを構築

するなどにより、防火管理者の選任、消防計画の作成及びこれらの届

出を的確に行うこと。 

また、消防訓練については、訓練を実施する時期、時間帯等に留意

し、消防計画に基づき的確に実施すること。 

② 火災予防及び火災発生時の庁舎利用者の円滑な避難を阻害するもの

については、速やかに改善措置を講ずるとともに、法令にのっとり、

消防用設備等の点検を実施すること。 

 

 

（

改善措置状況(概要) 

→ 指摘した 34事例のうち、改善されているものが 24事例、平成 27年度中

に改善が予定されているものが 10事例 

⇒ 指摘した 34事例は全て改善 

［改善事例］ 

・ 平成 27 年 8 月 4 日に所轄消防署立会いの下で消防訓練を実施(福岡保護

観察所) 

 

 

 

 

 

＜

（２）ＡＥＤの設置及び維持管理等の状況 

関係行政機関は、ＡＥＤの効果的な利用等を図る観点から、以下の措

置を講ずる必要がある。 

① ＡＥＤが設置されていない庁舎を管理する機関は、庁舎の大小、庁

舎が所在する場所の人口の密集状況等を勘案しながら、庁舎利用者や

市民の生命を守る観点から、ＡＥＤの設置について検討すること。 

② ＡＥＤを管理している機関は、組織的・継続的にＡＥＤを管理する

ため、管理要領等を策定し、これに基づき日常点検等を適切に実施す

ること。 

③ ＡＥＤを管理している機関は、ＡＥＤの配置場所の周知状況などに

ついて点検し、改善を検討すること。 

改善状況＞ 

 指摘した 41 事例のうち、改善されているものが 28 事例、改善予定のも

のが 10事例、未改善のものが 3事例 

⇒ 指摘した 41 事例のうち、改善されているものが 33 事例、改善予定のも

のが 5事例、未改善(改善困難)なものが 3事例 

［改善事例］ 

・ 庁舎内にＡＥＤを設置(福岡国道事務所、佐賀国道事務所) 

 ＡＥＤ管理運営要領及び点検表を作成し、下部機関に提示(九州森林管理

局) 

→

・

 

 

 

＜改善状況＞ 

３）身体障害者補助犬の受入れの表示状況 

関係行政機関は、身体障害者補助犬利用者の利便の向上及び国民に対
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改善意見(概要) 

する身体障害者補助犬への理解の促進の観点から、身体障害者補助犬の

受入れを明示するため、「ほじょ犬マーク」等を庁舎建物の出入口など外

部から容易に視認できる場所に掲示する必要がある。 

 

改善措置状況(概要) 

→ 指摘した 17事例については、いずれも庁舎入口に「ほじょ犬マーク」等

を表示 

 

 

 

 

 




